
 

 

 

 

 

 

保育所等訪問支援事業

(子ども家庭庁) 

① お子さんの発達の様子をしっかり確認し、個別の支援計画を作成します。 

② 保護者の心配ごとをお聞きして、訪問員と保護者が一緒に個別支援計画を共有します。 

③ 支援者の想いをお聞きして、保護者や支援者が手を取りあい、お子さんが仲間集団に適応できるように 
支援します。 

 

公認心理師・保育士・精神保健福祉士・社会福祉士・言語聴覚士等 

※オリエンテーションで、担当訪問員と訪問日時を決めます 

乳幼児から小学生、中学生までの子どもとその保護者・支援者 

※知多市内に在住する情緒障がい・発達障がい児(発達が気になる段階も含む)とその保護者 

保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、放課後デイサービス等 
(保護者からの要望に応じます) 

〒４７８－００３２ 

知多市金沢字丸池３番地 

ホームページ URL http://hoiku.npotokotoko.net/soyokaze/index.html 

 

専門知識を持つ訪問員がお子さんの通って

いる保育園・幼稚園・小学校・・学学校等を訪

問し、子ども・保護者・支援者が手をとりあ

って、お子さんが仲間集団に適応できるよ

うに支援します。 

 

ご利用・申し込み 

TEL （0569）-89-7340 

オリエンテーションで、お子さんの状況や心配ごとに
ついて保護者の方に聞き取りをし、担当訪問員と訪問
日時等を決めます。 
希望する訪問日時の前月中旬までに「受給者証」の手
続きをしてください。 
取得方法についてもオリエンテーションにてご説明い
たします。 

「受給者証」とは 

「障がい児通所支援」のサービスを利用するために
交付される証明書です。お子さんの発達が気になる
段階から適切な支援を受けて、その可能性を伸ばす
チャンスを手に入れる切符ととらえてください。 

※利用料について 
1～2 歳・小学生／有料 

    3 歳以上の保育園・幼稚園・認定こども園児／無料
（保育料無償化に伴います) 

訪問サ
ービスの利用には

「受給者証」が必要です

そよかぜ訪問 


